
令和2年2月19日

保護者様

佐世保市教育委員会

学校教育課

学校保健課

新型コロナウイルスに関連した感染症対策について

早春の侯、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げ

ます。また、 日ごろから本市教育に多大なご理解とご協力をいただき、誠にありがとう

ございます。

さて、標記のことにつきまして、医療体制の変更に伴い、対応に変更がありましたの

でお知らせします。

佐世保市立小･中学校及び義務教育学校におきましては､児童生徒の感染防止に向け、

文部科学省通知に基づき、引き続き下記のとおり適切な対応に努めてまいりますので、

ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

また､~風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、 うがいや手洗いの励行、栄養補給

と適切な休蕊や咳エチケットなどの感染症対策については今後とも引き続き努めてい

ただきますよう、併せてお願いいたします。

記

1 中国から帰国した児童生徒については、裏面「中国（香港、マカオを含む）から帰

国した児童生徒等への対応について（2／13時点)」に基づき対応します。
~湖北省若しくは漸江省から帰国又は湖北省若しくは湖江省在住の方との接触の有
無に応じて、現に症状がない場合にも、保護者と連絡を密にし、帰国後2週間は検温

等の健康観察を行います。

2児童生徒の発達段階に応じて、現在の知見に基づいた適切雄指導を実施し、偏見等
が生じないよう、人権に十分配慮します。

3新型コロナウイルスに関しては、 日々状況が変化している現状を踏まえ、関係機関
と連携して最新かつ正確な情報の収集に努め､対応の方針に変更があった場合は学校
を通じてお知らせします。

以上



中国(香港､ﾏｶｵを含む)から帰国した児童生徒等への対応について※1(2/13時点)’L 9
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症状がない湯合 淀状が踵い掲合症状がある場合 鐡灸誤ある場合
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一症状が出ずに‐
帰国の日から2週間
＝経過した場合一

帰国日から2週問以
内に症状承出た場合

帰国日から2週間以
内に症状が出た場合
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二コI
武漠市からチャーター便で掃国した児童生徒等については， 2週間の経過観察を経るため，適用しない。
センターが設産されるまでの間は畿寄りの保健所。 (httpS://WwwmhiW.90.jp/Stf/seisakunitsuite/buna/kenkclLirycu/kenkiju/hokenjD/)
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湖北省及び断江省を除く中国（香港、マカオを含む）から帰国し
王住の方と接触がない児童生徒等通剴惟巻乃7N新汀巻

湖北省若L〈は瀕江省力
の方と

牙

又は湖北鎧若上＆_蛙澁江省在住
った児童生徒等

帰国日から2週間以内に発熱（37’5度以上）か睡訂藤澤謡剛測帰国日から2週間以内に発熱（37.5度以上）かつ呼吸器症状があるか

O他の人との接触を避け、マスクを藩用するな
どし、すみやかに近くの医疫機関を受診して
いただく。

O受診結果を本人又は保護者から聴取の上、必
要に応じ、学校保健安全法に基づく出席停止
の措澄をとる。

帰国後2週間は、本人又は保護者との連絡を密
にし、外出を控え、自宅で滞在していただくよ
う要精するなど、厳重な健康観察等を行う。

洞冨關週間は、本人又は保鐘者との連絡を
雨阿厳重な健康観察等を行う。

:瓢K罰認罰E課罫課蕊簿ロO他の人との接触を避け、マスクを着用し、す
みやかに本人又は保謹者から最寄りの『婦国
者”接触者相談センター」悪2に電話相談し
ていただく。

Oセンターから紹介された医療機関の受診結果

を本人又は保謹者から聴取の上、必要に応じ
、学校保健安全法に基づく出席停止の措置を
とる。


